
「著作権法施行令の一部を改正する政令」及び「著作権法施行規則の一部を改

正する省令」の概要 

 

１．趣旨 

著作権法の一部を改正する法律（令和３年法律第 52号。以下「改正法」とい

う。）では、図書館関係の権利制限規定の見直しとして、国立国会図書館に

おいてデジタル化された絶版等資料のデータを各家庭等から閲覧すること

ができるよう、国立国会図書館がインターネット送信することを可能とする

関連規定の整備が行われた。 

本政令及び省令は、上記の絶版等資料の個人向けのインターネット送信に関

して、改正法による改正後の著作権法（昭和 45年法律第 48号。以下「新法」と

いう。）において政令及び省令に委任された事項に関する規定の整備を行うもの

である。なお、以下では、本政令による改正後の著作権法施行令（昭和 45年政

令第 335号）を「新令」、本省令による改正後の著作権法施行規則（昭和 45年

文部省令第 26号）を「新規則」という。 

 

２．政省令の改正概要 

（１）インターネット送信された著作物等の表示の大きさ【新令関係】 

 新法第 31 条第５項第２号（同法第 102 条第１項において準用する場合を

含む。以下同じ。）では、国立国会図書館からインターネット送信された著

作物等を受信装置を用いて公に伝達することを可能とし、（１）一般的に個

人で利用されるパソコンやタブレット端末、家庭用スクリーンなどを用いて

伝達する場合のような、個人的に又は家庭内で閲覧する場合の表示の大きさ

と同等の大きさ以下の大きさで表示する場合（イ関係）と、（２）業務用の

大型スクリーンなどを用いて公に伝達する場合のような、個人的に又は家庭

内で閲覧する場合の表示の大きさと同等の大きさを超える大きさで表示す

る場合（ロ関係）とで、それぞれ要件を定めている。 

 新法第 31 条第５項第２号イでは、上記の（１）と（２）を区別する基準

となる個人的に又は家庭内で閲覧する場合の表示の大きさと同等の大きさ

について政令に委任している。 

 そこで、新令では、社会の実態を踏まえ、その具体的な表示の大きさとし

て、対角線の長さを 254 センチメートル（100 インチ）と定めることとする。 

（２）特定絶版等資料に係る著作物等のダウンロードを防止等するための措

置【新規則関係】 



 新法第 31 条第４項（法第 86 条第３項及び第 102 条第１項において準用す

る場合を含む。以下同じ。）では、本改正により絶版等資料のデータの送信

先が図書館等から各家庭等に拡大することに伴い、権利者の利益が不当に害

されることを防止する観点から、インターネット送信に当たって、データの

ダウンロードを防止・抑止する技術的措置を講ずることを省令に委任してい

る。 

 そこで、新規則では、関係者間での協議を踏まえ、 

① 国立国会図書館において特定絶版等資料に係る著作物等のダウンロード

を可能とするリンク等を表示させないこと 

②著作物等のデータに利用者ＩＤ等の情報を表示し、かつ、プリントアウト時に

その旨のメッセージを示すこと 

のいずれかの措置を講ずることを定めることとする。 

（※）特定絶版等資料とは、絶版等資料（絶版その他これに準ずる理由により一般に入手

することが困難な図書館資料）から、近々復刻する蓋然性が高いものを除いたものをい

う（新法第 31 条第６項）。 

（３）登録情報（氏名及び連絡先その他文部科学省令で定める情報）【新規

則関係】 

 新法第 31 条第４項各号では、データのダウンロードを防止・抑止する技

術的措置を講じて送信したとしても、利用者による悪質な違法行為によって

権利者の利益が不当に害されることを防止する観点から、利用者を登録・管

理する仕組みを設けることを定めている。 

 新法第 31 条第４項第１号では、上記の登録に際し、氏名及び連絡先のほ

か、登録しなければならない情報を省令に委任している。 

 そこで、新規則では、関係者間での協議を踏まえ、「住所」を登録させる

ことを定めることとする。 

 

３．施行期日 

令和４年５月１日 


